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1.はじめに
1)水質検査計画とは、平成 16年 4月 1日改正の蜘 靱 Jにより、水道事業者は原水から給

水栓に至るまでの水質の状況、過去の水質検査結果及び水質管理上留意すべき事項などを総合的

に検討し、自らの判断により水質検査等の内容を定めた水質検査計画を策定し、水道の需要者に

対して情報を提供するとされています。

2)水質検査計画は、毎事業年度開始前に策定することとされており、次年度以降も水質状況等の変

化に応じて、また、利用者の意見を聞き、見直しを行うなど、よリー層安全で安定した水質管理

を行います。

2,効 針

1)水質基準に適合した安全な水道水を給水するために、原水及び浄水の状況を踏まえて水質検査

項目等を定めた水質検査計画を策定する。

2)検査地点については、水源、浄水場、及び水質基準が適用される給水系統末端の蛇口とする。

3)検査項目については、水道法で検査が義務付けられている水質基準項目等、また検査計画に位

置付けることが望ましいとされている水質管理目標設定項目及び水道水がより安全で良質であ

ることを確認するために本卜寸が必要とする水質項目とする。

4)検査頻度については :

(り 水道法婚抑 ll第 15条第 1項の第 1号に基づく「毎日オ史釣 を蛇口において行う。

121同上規則第 1項の第 2号に基づく「毎月検査」を蛇口において行う。

(3)給水末端の蛇口の水が良好で水質基準を満足していることから、 3年に1回以上に検査頻度

を緩和することが可能な検査項目についても,水質の安全 l生を確認するために、検査頻度を

減らさずに全項目検査を年 1回行う。

(41浄水場においては、必要な項目について 1日 1回の検査を行う。

3.水道事業の概要
1)渡嘉敷村は那覇市の西方 32キロの北緯 26度 ■分 36秒東経 127度 21分 58身映4蝕劾の東シ

ナ海に位置し、慶良間諸島の中で一番大きな島が渡嘉敷島で南北 9キロ、周囲25キロ、面積

15,8平方キロメートルの南北に細長い島で、はかに前島、神山島、ナガンヌ島、黒島、儀志布

島など大′lヽ十余の無人島を含めて、総面積 19。18平方キロメートルで渡嘉敷村は形成されてい

る。沖縄県では、沖縄本島と離島との水道サービスの格差 働鍵釧くの質、量 料金など)を解

消し、離島における定住条件の向上を図ることを目的として、水道広域化 (県企業局による水

道用水供給事業の腕 に取り組んでおり、浄水場等の施設整備を進めている。渡嘉敷村は水

道用水供給に必要な施設整備が完了し、令和 6年 9月 27日に供給を開始した。
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2)2025年度における給水状況は次表のとおりである。

項  目 内  容
給水区域 的

給水人口 633ノ、

普及率 % 1000/0

給水戸数 474ナコ

計画一日最大給水量 m3 1025m3

一日最大給水量 m3 1025m3

一日平均給水量 m3 524m3

3)渡嘉敷村の簡易水道の概要は次表のとおりである。

4)醐 の概要は次表のとおりである。

4.原水及び水道水の状況 傷町表 1)

1)原水の状況

(1)水源となっている河川の上流域は、人為的な開発行為等による水質汚染は殆んどない。

12)しかし、降雨時には濁度や色度の上昇があり浄水処理への影響が生じる時がある。

簡易水道事業区域 計画給水

人口 (人l

浄ガ暢

触

継 醐 備 考

1 渡嘉敷村簡易水道 1000 lヶ所 脚 区

2 醐 区

3 阿波連地区

合   計 1000 lヶ所 3地区

地 区 浄水場名 融 原水の種類 臓 とカ 浄水処理方法

渡嘉敷地区 渡 嘉 敷 浄 水 場

(勒
卜可腱 555 納 660■13/日 効 跛

精密膜ろ過渡葉詰あ、区

阿波連地区

浄水場名 水源名・取水含ヒカ

(In3/日 )

原水の汚染要因 水質管理上注目すべき

項目

渡嘉敷浄水場

総業局管り

月十1堰 (13り、恩納堰

(369、 イシッピ堰
(2301

降雨時に高濁度発生 濁度、色度
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2)水道水の状況 傷1表 1)

(1)浄水場において、水源の水質状況を踏まえて適正な浄水処理を行っている。

(2)その結果、全給水地域における水質検査結果では特に異常はなく安全な水道水を給水してい

る。

5,水質検査場所
1)給水末端の蛇口について

(1)水道法に基づく水質基準項目等に適した水道水を確認するため、各浄水場の給水系統の末端

において適切な場所を選定して検査場所とした。その結果 給水区域内の3ヶ所を選定した。

12)水道法に基づく1日 1回行う毎日検査については、浄水場の出口において行う。

2)水源および浄水水質の検査場所の総括について

渡嘉敷村簡易水道における 胎水末端」の水質検査場所は以下の表のとおりである。

浄水場名 給水区域 (集落名) 給水赤ψ詰の購 所

1 渡 嘉 敷 浄 水 場

(企絲清瑚

脚 区 瀕鋳朝好よヽ中数

2 阿波連地区 卜可腱 /1ヽど学充交

3 渡嘉志久地区 体験農園

△
口

計

3地区 合 計 :3ヶ所

6.水質検査項目と検査頻度 傷町表 2)

1)水質基準が適用される、蛇口 (給水末端)における水質検査項目と検査頻度

(1)必鬱尋険躍勲頁目

法令に基づく水質検査表 l汚1表 3)イ乙おいて水質基準項目 (51項目)の検査を行う。

また、法令に基づく水質検査の4項目 01表 4)について毎日検査を行う。

② 麟

① 毎日検査 :法令に基づく水質検査の色、濁り、異臭味、消毒の残留効果の検査につい

てイま、 1日一回行う。

② 毎月検査:法令に基づく水質倹査傷可表3)の項目の中からNo.1,2,38,46～ 51までの

9項目については毎月検査を行う。

③ 51項目検査 :法令に基づく水質検査 l房呼表1)51項目を年4回実施する

2)本村が水質管理上必要とする水質校査項目と検査頻度

(1)別表 5の水質管理目標設定項目(27項目)のうち、浄水の検査項目の設定については、

厚生労働省健康局水道課長通知の第 3「水質管理目標設定項目に係る留意事項につい

て」 (平成 15年 10月 10日付)を参考にして以下のとおり年 1回行う。ただし、従
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ナ融来養細菌については、水質管理上の指標として浄水処理過程や消毒過程での細菌の挙

動の評価、配水系における塩素の消失や水の滞留の状況評価に活用するため年4回行う。

また、水質管理目標設定項目 (27項目)の検査方法を別表6に示す。

フト0娠ミれ壷冴I↓ 浄水項目

調 潮 く 13

② 水質管理目標設定項目のうち、農薬類の検査については水源地流域について農薬類等
のイ吏用が無いため省略する。

(†
3)別表 5の水質管理目標設定項目 (27項目)のうち、従属栄養細菌については年4回実

施する。

(4)その他、要検討項目であるベルフルオロヘキサンスルホン酸 (PⅢ xS)の検査を水質

管理目標設定項目のPFOSおよび劇КAと同時に年 1回実施する。傷可表 7)

7.水質検査方法
1)法令に基づく毎日検査については、自己検査とする。

2)水質基準項目等の検査については、国土交通大臣及び環境大臣登録機関への委託検査とする。

3)水質基準項目等の検査方法については、国が定めた水道水の検査方法に基づいて行う。その他

の検査方法は、上水試験方法 (日本水圏膿斜 等に基づいて行う。
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8 臨時の水質検査

水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理が行うことができず、蛇口

の水で水質基準値を超える恐れがある場合には、直ちに取水を停止して、必要に応じて水源、浄

水場及び蛇口などから採水して、臨時の水質検査を実施する。

1)原因不明の色及び濁りに変化が生じるなど水質が著しく悪化したとき。

2)魚が死んで多数浮上した場合。
3)臭気等に著しい変化が生じるなどの異常があったとき。

臨時の水質検査は、水質異常が発生したとき直ちに実施し、水質異常が終息し、蛇日の水の安全

性が確認されるまで実施する。

9.水質検査の公表
水質検査計画に基づいて行った水質検査の結果については、本村の広報誌等を利用して速やかに

公表する。

指導・助言

ノ
ム政

水質検査計画の概念図

10.水質検査の精度と信頼保証

水質検査の実施に当っては、その精度管理と信頼l上の保証が重要であることから、本町としては

次のことに留意して国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関に委託することとしている。

1)分析技術者や水道技術管理者等の人材が十分に確保されていること。

2)高度の分析機器や精度の高い校査体制が整備されていること。

3)品質保証や顧審サービスの向上に関する水道Gr、 ISOの取得や特定計量証明事業者認定など

を取得していること。

4)毎年、国及び県等が実施する精度管理の評価試験において高い評価を得ていること。

5)その他、水質異常時に迅速な対応ができること。

5

国。県イ司ミる監督水質検査計画の策定

渡嘉敷村の需要者水質検査の実施見

直

し
水質検査結果

検査結果の評価

醐 的



■,関係者との連携

1)水道水が原因で水質事故等が発生した場合には、関係課と連携して水質検査等を行い適切な措

置を行う。

2)水源で水質汚染事故等が発生した場合には、関係課と連携して情報交換を図りながら現地調査

を行い、浄水場での処理を強化して安全で良質な水道水を供給するよう努める。

以 上

問い合わせ先 :渡嘉敷村観光産業課

住 所 :醐 情朝翡翻租83番地
電 話 :098-987-2323
FAX :098-987-3085
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シートH(浄 水の水質状況 ) 03-000046-0003渡 嘉敷村 阿波連169番地阿波連小単校

過去3年 過 去
最大値 1最大値

判定

1孫下 雁 1顎

『

而下I R3年度 R4年度 R5年度 R6年度番号 定期検査項目
基準値

(my)

0 ロ 不迪含と11-穀

“

ロ

と2

基2C

0 ロ

綸
一籠

‐

一‐

~「

とこ三二上

適合

０

一
〇

適合

不適合

適合

適合

遭合

適合

適合

適合

陥
．酷

適合

適合

合

Ｘ
口

遺
　
適

と21

芸5!セレン及びその化合物

基19ホウ素及びその化合物

トリクロロエテレン

ペシゼン

基IBテ トラクロロエテレシ

「
エコ「

基9亜 I均酸態室素

基6鉛 及びその化合物

基81人価クロム化合物

基11硝酸態室素及び亜硝酸態室素

基14四 塩 1し炭素

基1514-ジ オキサン

基17ジクロロメタン

基 lρ フッ素及びその化含物

不横H

甚31カドミウム及びその化合物

芸4水 銀及びその化合物

基16シス■2ジクロロエ手レン及びトラシスJ2ジ つ0ロエチレン  |

O B と金た 0辟酸

0 ロ 不注台と23 クIユロホルム

O E T造合レクい0群強 t03

01 J__ 菫合

適合

不亀金0 ロ

0 日

基26臭素酸

O a 不■金と20 卜」クロロ講敵

不竜含0 ロ工29 ブ0モジクEコメタン

0 ロ 遭台ブロモ本ルム ■∞とつ0

建含

お48 種 含

適 合

0 ロ

0 ロ

0 ロ

適合

適 合

適合

適合

適合

迪合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

基35銅及びその化合物

基G6ナトリウム及びその化合物

カルシウム、マグネシウム等(硬度)

αい

マンガン及びその化合物

基Ga ルミニウム及びその化合物

去92

陰イオン界面活性剤

ンエオスミン

2メテルイツボルネオール

1非イオン界面活性剤

菫含と471,'臨

〔奮をtXt B舶    (t こお
'ど

し(( 略を出 O と金と4et確 喜騨 i 0 0 O

EtttXl L傘れ α B″AX( 略なЫ 竜含R籠 れ｀ 0 0 0 0と491嶽
0 日 種 合0とる引t漿

O a れ含お5,IH重

毎11色

毎 2  1E'〕

毎3'用寺0残密績

備考

①過去3年間とはR4年度からR6年度のことで、基準値との比較は0印て示す

②過去とはR3年度からR6年度のことで、基準値との比較は口印で示す。

⑤蓋48、 基49の()及び最大値の数字は異常回数である。



シートH(浄水の水質状況)   03-000046-0004渡 車数村 渡車敷355番地渡嘉敷小中学校

過去3年 過 去
最大値 1最大値I R3年度 R4年度 I R5年度 R6年度定期検査項目番号

基準値
(mッ D

と11-徹籠B 1∞

迪台と2 ―」

とlo J酌 :

不■合

適合

適合

適 合

適合

適合

□

0 !「正三[「 1王
適含

適合

重合

適合

適合

適合

適合

適合

適 合

適合

適合

適合

適合

と21

こ「亜Ξ亜甲11呵亜簿」 ■:工
=r l

基9亜 確酸態窒素

基14四塩 1ヒド大素

基1514-ジ オキサン

基 S セレン及びその1ヒ合物

基 6 鉛及びその化合物

基フ ヒ素及びその化合物

ＯＯ
　
　
∞

基91 六価クロム化合物

基4 水銀及びその化合物

基 16シス」2ジクロ0エテレン及びトランス封をジク0ロエ手レシ

不検出

基11硝酸態室素及び亜硝酸態室素

基91カドミウム及びその化合物

基 ,フ ジクロロメタン

基IBテトラクロロエテレン

基19トリクロロエテレン

基20ベンゼン

基12フツ素及びその化合物

基13ホウ素及びそのイし合物

0 ロ ね合クDコ静後

0 ロ ね合クロロホルと

0 ロ 不ね合ツクコロ静B

基26

道食

適合

五台O tI

O B

臭素琶資

0 日 種 合トリクa口n'讚

0 ロ 卒と合ブロモジクロ0メタン

と30 0 ロ a台カモホルム

0 □と31

O E 種 合

適合

理合

適合

適合

△口
　
合

適
　
適

適合

適合

適合

迪合

適合

適合

適合

適合

適合

アルミニウム及びその化合物

基96ナ トリウム及びその化合物

基37マンガン及びその化合物

基44非イオン界面活性剤

基45フエノール類

0∝

基41陰イオン界面活性剤

基39カルシウム マグネシウム等(硬度)

亜鉛及びその化合物

7,,7■ド

基94鉄 及びその化合物

基95銅 及びその化合物

基40蒸 発残留物

基42ジエオスミン

基432-メテルイツボルネオール

と含缶471,権

R4′ぷXl B″おま (ta'事蜘 息編期 ■會0R常でを1,ヽ C C 03481略

R脚 la4とK 聴
'却

と含鼻奮でない O 0 0 0 Oと401泉 雲

0 ロ 種 合工磨01色農

O a と合とoll漏農

毎l le

毎21Hり

毎31鴻寺の残口塩秦

備考

①過去3年間とはR4年度からR6年度のことで、基準値との比較は0印て示す

②過去とはR3年度からR6年度のことで、基準値との比較は□印で示す。

③基48、基49の 0及び最大値の数字は異常回数である。



シートH(浄水の水質状況)   03-000046-0009遠 嘉敷村 渡嘉志久 体験農園

□去3年 過 去
最大値 最大値

判定定期検査項目 R3年度 R4年 度 I R5年度 R6年度 |番 号
基準値
|(mプ )

重合0 ロと,|一般

“

E

と2

E「二i「
~I:「
T上 遭合

適合

0 a

適合

適合

適合

適合

合
　
合

道

・
適

適合

適合

適合

適合

適合

適合

□

一
ロ

適合

適合

適合

適合

1 適合

不適含と21

基61鉛及びその 1ヒ合物

基11硝酸態室素及び亜硝酸態室素

基12フツ素及びその化合物

基13

基 14

基15

L

基 5 セレン及びその化合物

基18テ トラクロロエテレン

基31カドミウム及びその化合物

基 161シス→2ジク[】。エテしン及びトランス 2ジクロロエテレン

不検出

基9亜 ,「肖談態窒素

基 19トリクロロエテレン

基20ベシゼン

基17ジクロ伺メタン

基4 物

基7 ヒ素及びその化合物

基81六価クロムイし合物

¨ :と聖聖三:P菱』くα∞lT  「:=

ω
　
　
ω

0 ロ ね合と22 ″B●破

0 ロ 卒4含と23 ″0日本ルム

0 ロ 不避台レクロ獨強

O B

不蓋合0 □

童合

適合

∞
一呻基26臭 素験

0 ロ 不蓋合卜l,クロ0確
0 ロ 不道合プロモツクEロメタン

0 ロ 竜含ブE千本ルム

お含と01

適合

「

0

0 ロ

0 □

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適合

適 合

適合

適合

不ね合

適合

と46

アルミニウム及びその化合物

ナトリウム及びその 1ヒ合物

重鉛及びその化合物

鉄及びその化合物

銅及びその化含物

Ｔ
十
一

一
　

　

一　

２

「
丁亘三 モ螂

一印
　
獅

O OO001 .〈O0000(I(O OO1 001<O Ol(XX lビ 0(IXKXll

カルシウム、マグネシウム等(硬震)

基4'陰イオン界面活性剤

基432メテルイツボルネォール

基42ジエオスミン

基44非イオン界面活性剤

基4Sフエノール類

マンガン及びその化合物

■含と4フ lp確

亀奮をtXC l奪なし( i歳′ど執 H奮とし(l 遭含

「

常で′ドヽ 0 0と481聴

Raを哄 Rなをし点:繊与(l 略 としa 迪台A奮▼ 紳 O 0ユ 01集気

0 ロ 下■台とsol色虚

と含0 ロisilB農

毎,色

毎21巌り

毎61痛4の残密4祭

備考

①過去3年間とはR4年度からR6年度のことで、基準値との比較は0印で示す

②過去とはR3年度からR6年度のことで基準値との比較は□印て示す。

③基48、基49の ()及び最大値の数字は異常回数である。



シートG(水質検査結果における実施頻度の決定)  03-000046-0003渡 嘉数村 阿波連169番地阿波連小学校

省略可能頻度定期検査項目 設定理由実施検査頻度番号 基本検査頻度
可否 |
省略

基 1十 一般細菌

基21大腸菌

1回 /月 1回 /月

1回 /月

1回 /月    省略不可項目
1回 /月

1回 /3月基 3 カドミウム及びその化合物 1回 /3年

基 4 水銀及びその化合物 O 1回 /3月 1回 /3年

基51セ レン及びその化合物 O 1回 /3月    | 1回 /3年

基6鉛 及びその化合物

基7ヒ素及びその化合物

○ 1回 /3月 1回 /3年

1回 /3年

1回 /3月 基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする

基 8 六価クロム化合物

1回 /3月

1回 /3月 1回 /3年

基 9 亜硝酸態窒素 i O 1回 /3月 1回 /3年

基 10シアン化物イオン及び塩化シアン 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月 1回 /3月    省略不可項目

基 1「 硝酸態室素及び亜硝酸態窒素 1 0 1回 /3年

基 12フッ素及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年    |

1回 /3年    |

1回/3年

基19ホウ素及びその化合物 1回 /3月

1回 /3月基 14四 塩化炭素

基 151,牛 ジオキサン O 1回 /3月 1回 /3年

1回 /3年    |
1回 /3月 基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする

基16監念苺薬完

“

7ラ猪孟テレン   
ー
°

基 171ジクロロメタン               ○

1回 /3月

1回 /3月 1回 /3年

基 18テトラクロロエテレン O 1回 /3月 1回 /3年

基 19ト リクロロエテレン 0    1回 /3月

0    1回 /3月

1回 /3年

基20ベンゼン 1回 /3年

1回 /3月基 2● 塩素酸 1回 /3月

基 22 クロロ酢酸 1回 /3月 1回/3月

基 23 クロロホルム 1回 /3月 1回 /3月

基24 ジクロロ酢酸 1回 /3月 1回/3月

基25 ジブロモクロロメタン 1回 /3月 1回 /3月

基26臭素酸 ○ 1回 /3月 1回 /3年 1回 /3月    省略不可項 目

基27総トリハロメタン 1回 /3月 1回/3月

基28トリクロロ酢酸 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月基29ブ ロモジクロロメタン

基90ブロモホルム 1   1回
/3月

-    1回
/3月

1回 /3月

1回/3月基31ホルムアルデヒド

基92 O i回 /3月 1回 /3年

基33ア ルミニウム及びその化合物 O 1回 /3月 1回 /3年

基34鉄及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年
1回 /3月    基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とずる

基35 O 1回 /3月 1回 /3年

基96ナトリウム及びその化合物 O 1回 /3月 1回 /3年

基37,マ ンガン及びその化合物 O    i回 /3月

X      l回 /月

1回 /3年

1回 /月基38塩化物イオン 1回 /月    1省 略不可項目

基39カルシウム、マグネシウム等(硬度) ○ i回 /3月 1回 /3年

基40蒸発残留物 0    1回 /3月

0     1回 /3月

1回 /3月

基41陰イオン界面活性剤 1回 /3年    |

基42ジェオスミン O
に

1回 /3年 1回 /3月    1基 準値の 1/10、 1/5の判断ができないため基本頻度とする

基432-メチザレイツポルネオール Ol
に

1回 /3年

基44非イオン界面活性剤 1回 /3月    1    1回 /3年

十回/3月    1   1回 /3年基45フェノール類

基46有機物 (全有機炭素(TOC)の 量 ) 1回 /月

1回 /月     I

1回/月

1回 /月基47 pH値

基48味 1回 /月 1回/月
1回 /月    省略不可項目

基49臭気 1回 /月 1回 /月

+   1回 /月基50色度 1回 /月

基5,濁度 1回 /月 1回/月

1回 /日 1回/日 1回 /日

1回 /日 1回 /日

1回 /日1回 /日 1回/日

毎 1 色

1回 /日    :省 略不可項目

毎 3'肖 毒の残留塩素

毎2濁 り



シートG(水質検査結果における実施頻度の決定)  03-000046-0004渡 嘉敷村 渡嘉敷355番地渡嘉敷小中学校

省略可能頻度    実施検査頻度 設定理由基本検査頻度定期検査項目番号
略

否

省

可

基 1 -般 細菌 1回 /月 1回 /月
1回 /月    省略不可項目

基2大 腸菌 1回 /月 1回 /月

基3カドミウム及びその化合物 0    1回 /3月 1回 /3年

1回 /3年基4水 銀及びその化合物 1回 /3月

基5セ レン及びその化合物 i国 /3月 1回 /3年

基61鉛及びその化合物 O 1回 /3月 1回 /3年 1回 /3月    1基 準値の 1/10、 1/Sの 判断ができないため基本頻度とする

基7ヒ素及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年

基 8i六価クロム化合物 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3年    |

1回 /3年    |基91亜硝酸態窒素

基 10シアン化物イオン及び塩化シアン   | × 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月 1回 /3月    省略不可項目

基 11硝 酸態窒素及び亜硝酸態窒素 OI 1回/3年

基 12フッ素及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年    |

基 13ホウ素及びその化含物 1回 /3月    ―

1回 /3月

1回 /3年

1回 /3年基 14四塩化炭素

基 151,4-ジオキサン ○ 1回 /3月 1回 /3年
1回 /3月    1基 準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする

基 1 O 1回 /3月 1回 /3年

基171ジクロロメタン O 1回 /3月

1回 /3月

1    1回 /3年

+   1回 /3年基181テトラクロロエチレン O

基 19 トリクロロエチレン O 1回 /3年

1回 /3年基20 ベンゼン 1回 /3月

基 21 塩兼酸 1回 /3月 1回 /3月

1回 /3月基 22 クロロ酢酸 1回 /3月

1回 /3月基 29 クロロホルム 1回 /3月    十

1回 /3月    十基24ジクロロ酢酸 1回 /3月

基25ジブロモクロロメタン 1回 /3月 1回 /3月

基26臭素酸 iO1   1回 /3月 1回 /8年

1回 /3月

1回 /3月    省略不可項目

基 27 総トリハロメタン 1回 /3月

基 28トリクロロ酢酸 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月基291プ ロモジクロロメタン

基30ブロモホツレム 1回 /3月 1回 /3月

基 3● ホルムアルデヒド 1回 /3月 1回 /3月

基 92 亜鉛及びその化合物 Ol 1回 /3月 1回 /3年

基 33 ルミニウム及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年

基34鉄及びその化合物 ○ 1回 /3月 1回 /3年    |

1回 /3年    十
1回 /3月    基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする

基35銅及びその化合物 1回 /3月

基36ナ トリウム及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年

基97マンガン及びその化合物 O 1回 /3月 1回 /3年

基38塩化物イオン 1回 /月 I回 /月 1回 /月     省略不可項目

基39カルシウム、マグネシウム等(硬度)   O 1回 /3月 1回/3年

基 40夕蒸発残留物 O 1回 /3月        1回 /3月

1回 /3月    1    1回 /3年基41陰イオン界面活性剤 ○

基42ジェオスミン 1回/3月    基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする

基43.2-メチルイツボルネオール

基44非イオン界面活性剤 1回 /3月    十    1回 /3年

基45フェノール類 1回 /3月    1    1回 /3年

1回 /月     1     1回 /月基46有機物 (全有機炭素(TOC)の 量 )

基47 pH値 1回 /月 1回 /月

基48味 1回 /月 1回 /月
1回/月    省略不可項目

基49臭気 1回 /月 1回 /月

基50色度 X      l回 /月

X      l回 /月

1回 /月

基SI濁度 1回 /月

1回 /日毎ヽ 1色

1回 /日

1回 /日毎 3'肖 毒の残留塩素

毎 21濁り

1回 /日

省略不可項目1回 /日

1回 /日

1回 /日

1回 /日

1回 /日    |



シートG(水貰検査結果における実施頻度の決定)  03-000046-0009渡 嘉数村 渡嘉志久 体験農国

略

否

省

可
省略可能頻度 設定理由実施検査頻度定期検査項目 基本検査頻度番号

基 11-般 細菌 1回 /月 1回 /月
1回 /月    省略不可項目

基 21大 腸菌 1回 /月 1回 /月

基3カ ドミウム及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年

基4水 銀及びその化合物 1回 /3月 1回 /3年    .

1回 /3年基5 セレン及びその化合物 1回 /3月

基

一
基

1鉛及びその化合物

|ヒ素及びその化合物

I回 /3月    1    1回 /3年 1回 /3月 基準値の 1/10、 1/Sの 判断ができないため基本頻度とずる

O 1回 /3月 1回 /3年

基 8 六価クロム化合物 1回 /3月 1回 /3年    |

1回 /3年    |基 9 亜硝酸態窒素 1回 /3月

基 10シアン化物イオン及び塩化シアン 1回 /3月 1回 /3月 1回 /3月    省略不可項目

基 1● 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 O 1回 /3月 1回 /3年

基 12フッ素及びその化合物 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3年    十

基 13ホウ素及びその化合物 ○ 1回 /3年

基 14四塩化炭素 O 1回 /3月    十 1回 /3年

基 151,牛 ジオキサン O 1回 /3月 1   1回 /3年

1   1回 /3年
基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする1回 /3月

iO1   1回
/3月

基 17ジクロロメタン ○ 1回 /3月 1回 /3年

基 181テ トラクロロエチレン ○

　

○

1回 /3月 1   1回 /3年

1  野 二基 1 9 トリクロロエテレン 1回 /3月

基 20 ベンゼン ○ 1回 /3月    +    1回 /3年~~1回

/3月  ~ 1    1回 /3百
~

基21塩素酸

基 22 クロロ酢酸 1回 /3月 1回 /3月

基29ウロロホルム 1回 /3月 1回 /3月

基24ジクロロ酢酸 1回 /3月 1回 /3月

基25ジブロモクロロメタン X    l回 /3月

0    1回 /3月

1回 /3月    
―

1   1回 /3年    +   1回 /3月    省略不可項目基26臭素酸

1回 /3月 1回 /3月基27総トリハロメタン

基 28トリクロロ酢酸 1回 /3月 1回 /3月

基 29 |ブロモジクロロメタン 1回 /3月

1回 /3月

1回 /3月    |

1回 /3月基90プ ロモホルム

基 31 ルデヒド 1回 /3月 1回 /3月

基 32 |○ 1回 /3月 1回 /3年

基 33 ルミニウム及びその化含物 1回 /3月 1回 /3年

基 3 ○

○

1   1回 /3月 1回 /3年
1回 /3月    基準値の 1/10、 1/5の判断ができないため基本頻度とする

基 3S 1回 /3月 1回 /8年

基36ナトリウム及びその化合物 1 0 1回 /3月         1回 /3年

1回 /3月        1回 /3年基37マ ンガン及びその化合物 ○

基38塩化物イオン 1回 /月 1回 /月 1回 /月    省略不可項目

基39カルシウム、マグネシウム等(硬度)   O 1回 /3月 1回 /3年

+    1回 /3月    |基40蒸発残留物 1回 /3月

基 4 陰イオン界面活性剤 十 ○ 1    1回 /3月 1回 /3年

基42ジェオスミン 1回 /3年 1回 /3月    基準値の 1/10、 1/5の 判断ができないため基本頻度とする

基432-メチルイツボルネオール
―
○ | 1回 /3年

基44非イオン界面活性剤 〇

一
〇

1回 /3月 1回 /3年

基45フェノール類 1回 /3月 1回 /3年

基46有機物 (全 有機炭素(TOC)の 量 ) 1回 /月 1回 /月

基47 pH値 1回 /月 1回 /月

基48味

基49臭気

1回 /月 1回 /月
1回 /月    1省 略不可項目

1回 /月 1回/月

基50色度 1回 /月 1回 /月

1回/月基51濁度 1回 /月

1回 /日1回 /日毎 ,十 色

1回 /日

1回 /日 1回 /日1回 /日

1回 /日    1省 略不可項目

毎3消 毒の残留塩素

毎 21濁り

1回 /日

1回 /日



男ll 51
検 査 方 法項目名 水質基準値

1

10

11

12

13

32

45

49

一般細菌 100個 /mi以下 標準寒天培地法

2 大腸菌 検出されないこと 特定酵素基質培地法

3 カト
・
ミウム及びその化合物 0 003mg/1以下 ICP法、lCP―MS法

4水銀及びその化合物 0 0005mg/1以下 還元気化―原子吸光光度法

5セレン及びその化合物 0 01mg/1以 下

001mg/1以 下

IICP― MS法

6 鉛及びその化合物 lCP法、ICP― MS法

7ヒ素及びその化合物 0 01mg川 以下    IICP― MS法

81六価クロム化合物 以 下 ICP法、lCP― MS法

亜硝酸態窒素 以 下 ンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法、連続流れ分析法

シアン化物イオン及び塩化ンアン mg湘 以下 イオンクロマトグラフーホ
°
ストカラム吸光光度法、流路型吸光光度法

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/1以下 イオ

"ロ

マトク
・
ラフ(陰イオン類),去

フッ素及びその化合物 以 下 イオンクロマトク
・
ラフ(陰イオシ類)法

ホウ素及びその化合物 1 0mg/1以 下

0 002mg/1以下

ICP法、ICP― MS法

14 四塩化炭素 ハ
°
―ン'トラッフ
°
GC― MS法

1511,4-ン
・
オキサン 0 05mg/1ウげ下      ,ヽ

°―シ・トラッフ
°
GC― MS法

16シスー1.2-シ・クロロエテレシ及びトラシスー1,2-シ・クロロエチ‖0 04mg/1,大下 ハ
°
―シ
°
トラップGC― MS法

171シ
・
クロロメタン

.0 02mg/1ラげ下      ハ
°
―ン
・
トラツフ
°
GC― MS法

18 テトラクロロエテレン 0 01mg/1以 下 ハ
°
―ヅトラッフ
°
GC― MS法

191トリクロロエテレン 0 01mg/1以 下 ハ
°
―ン
・
トラツフ
°
GC― MS法

20へ
・
シセ
ド
ン 0 01mg/1以 下 ハ

°
―シ・トラッフ
°
GC― MS法

21塩素酸 06 mg/1以 下 イオンクロマトク
・
ラフ(陰イオン類)法

221,日日画乍酸 0 02mg/1,大
~F

浴媒抽出―GC― MS法、液体クロマトク
・
ラフー質量分析計による一斉分析法

23 クロロ本ルム 0 06mg/1以 下 ハ
°
―シ'トラッフ
°
GC― MS法

241シ
・
クロロ酢酸 ,03mg/1以下 溶媒抽出―GC― MS法、液体クロマトク

・
ラフー質量分析計による一斉分析法

25 シ
・
フ'ロモクロロメタン mg/1以下 ハ

°
―シ・トラッフ
°
GC― MS法

26 臭素酸 0 01 mg/1以 下 |イオンクロマトク
・
ラフーホ
°
ストカラム吸光光度法

271率念トリハロメタン 01mg/1以下 ハ
°
―シ・トラッフ
°
GC― MS法

281 トリクロロ酢酸 0 03mg/1E火
~F

1溶媒抽出―GC― MS法、液体クロマトグラフー質量分析計による一斉分析法

291 7・ロモン
・
クロロメタン 0 03mg/1以 下       ハ

°
―ン'トラッフ
°
GC― MS法

30 フ
°
ロモホルム 0 09mg/1以 下

0 08mg/1,大 ¬F

―シ・トラッフ
°
GC― MS法

311ホルムア,レテ
・
ヒド 溶媒抽出―誘導体化―GC― MS法

亜鉛及びその化合物 1 0mg/1以 下 ICP一 MS法

33 アルミニウム及びその化合物 02mg/1以下

0 3mg/1以 下

、ICP― MS法

34鉄及びその化合物

35 銅及びその化合物 1 0mg/1以 下 ICP― MS法

36 ナトリウム及びその化合物 200mg/1以 下     イオンクロマトグラフ(陽イオン類)法

37マンがン及びその化合物 0 05mg/1以 下 、lCP― MS法

38塩化物イオン 200mg/1以 下 !イオンクロマトク
・
ラフ(陰イオン類)法

39 カルシウム・マク
・
ネシウム等(石更,支 ) 300mg/1以 下 iイオンクロマトク

・
ラフ(陽イオン類)法

40 蒸発残留物 500mg/1以 下    1重 量法

41 陰イオン界面活性剤 02mg/1以下 固相抽出―HPLC法 、流路型吸光光度法

421シ
・ェオスミン 0 00001 mg/1以下 ―シ

・
トラツフ
°
GC― MS法

43.2-メチザレイツホ'ルネオーザレ 0 00001 mg/1以下 ハ
°
―シ・トラッフ
°
GC― MS法

44 非イオン界面活性剤 10 02mg/1以下 固相抽出―吸光光度法、国相抽出―高速液体クロマトグラフ法

フェ′―ル類 10 005mg/1,大
~F

回相抽出―誘導体化―GC― MS法

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/1以下 全有機炭素計測定法

47ipH値 5碗火」L86以下 ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法

48味 異常でないこと 官能法

臭気 異常でないこと 官能法

50 色度 5度以下 比色法、透過光測定法、連続自動測定機器による透過光測定法

透過光測定法
連続自動測定機器による積分球式光電光度法、

51 濁度 2度以下
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別表4:法令に基づく毎日検査
1 検査場所 :蛇口(各浄水場末端給水栓)3ヶ所
2 検査項目 :4項 目
3 検査頻度 :1日 1回

検査項目 評価 模査計画頻層

1 色 異常なし 365日 /年

2 濁り 異常なし 365日 /年

3 異臭味 異常なし 365日 /年

4
消毒の残留効果
(残留塩素 )

01mg/L異
常

365日 /年

別表5:水質管理目標設定項目(27項目)

*

* *

***

○  :

:暫定値

:各農薬の検出値と目標値との比の総和で1以下 (単位なし)

:暫定値、PFOS及びPFOAの量の和として

検査対象項目

検査対象から除く

水質管理目標設定項目
目標値
mg/L以下

浄水項目 備考

1 アンチモン 002 ○

2 ウラン 0002* ○

3 ニッケル 002 O 資機材、薬品の観点からO
4 削除 削除

5 1,2‐ジクロロエタン 0004

6 削除 削除

7 削除 削除

8 トルエン 04

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキンル) 008 O

10 亜塩素酸 06 塩素剤として使用していない

11 削除 削除

12 二酸化塩素 06 塩素剤として使用していない

13 ジクロロアセトニトリ)レ 001 * O 消毒副生成物等の観点からO
14 抱水クロラール 002 * O

15 農薬類 * * 農薬類等の使用が無いため省略

16 残留塩素 1 毎日検査と重複する

17 Ca、 Mg等 (硬度 ) 10-100 基準項目検査と重複する

18 マンガン 001

19 遊離炭酸 20 ○

20 1,1,1-トリクロロエタン 03 O

21 メチ,レー七―フ
・
チ
'レ

エーテ,レ 002

22 有機物(KMn04消費量 ) 3 O

23 臭気S虫度(TON) 3TON O

24 蒸発残留物 30-200 基準項目検査と重複する

25 濁度 1度

26 pHI直 75程度

27 腐食性 (ランケ
・
リア芋旨数) -1～ 0 O

28 従属栄養細菌
20001固 /mi
以 下

○ 検査頻度 年4回

29 1,1-ジ クロロエチレン 0_1 地下水を使用していないため省略

30 アルミニウム 01 基準項目検査と重複する

31 及びヘルフ″オ0オケ,シ酸(PFOハ ) O

検査項目合計 13 検査頻度 年1回

検査ヶ所 3
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別表6:水質管理目標設定項目(27項目)

1 1アンチモン及びその化合物 10 015mg/1以下 ICP―MS法

2ウラン及びその化合物 0 002mg川 以下(暫定) ICP―MS法

3ニッケル及びその化合物 0 01mg湘 以下(暫定) ICP法 、ICP―MS法

4 削除 1削除 削除

6

1,2-ン
°
クロロエタシ

肖1除

10 004mg/1以 下 ハ
°
―シ
・
トラッフ
°
GC―MS法

削除 削除

71 削除

8 卜,レエン

削除

04mg川 以下

削除

ハ
°
―シ
・
トラツフ
°
GC―MS法

9フタザレ酸ヅ(2-エチルヘキシ,レ)0 08mg川以下 溶媒抽出GC― MS法

10亜塩素酸

1'肖 1除

12二酸化塩素

0 6mg川以下 イオンクロマトグラフ法

削除 削除

06mg/1以 下 イオンクロマトグラフ法

131ン 'クロロアセトニトリ,レ       10 01 mg/1以 可ヽ(暫定) 1溶媒抽出GC― MS法

検 査 方 法目 標 値項  目

5

14抱水クロラール 0 02mg/1以 下(暫定) 溶媒抽出GC一MS法

15農薬類

16 残留塩素

17
力,レンウム・マク

°
ネシウム等

(硬度)

検出値と目標値の比の

和として、1以下

lmg/1以下

十農薬ごとに定められた方法による

!シ
・エチ,レーp―フェニレンシ

°
アミシ法

10mg/1屁ス_L100mg/1,ス 可ヽ |イオンクロマトク
・
ラフ法

18マンがシ及びその化合物  0 01mg川 以下     IICP法、ICP―MS法

19 遊離炭酸 20mg/1以 下

201,1,トトリクロロエタン    0.3mg/1以 下

滴定法

ハ
°
―ン'トラツフ
°
GC―MS法

2 メチル式―ゲチルエーテル   0 02mg/1以 下 ハ
°
―シ
・
トラッフ
°
GC―MS法

22醐
薪酸カリウム消費動 13mg/以

下 1滴定法

23臭気強度(TON) 3以下

24蒸発残留物

.官能法

130mg/1以上200mg川 以下 重量法

25濁度

26 pH値

0 006mg川 以下

1度以下

透過光測定法
!連続自動測定機器による積分球式光電光度法

ガラス電極法、連続自動測定機器によるガラス電極法

1計算法271ランケ
°
リア宇旨数(腐食性)

28従属栄養細菌

29‐ 1,1-ジクロロエチレン 0

30アルミニウム

|-1程度以上とし、
極力0に近づける

2000個/mi以下 R2A寒天培地法

ハ
°
―ン
・
トラッフ
°
GC―MS法以下mg/1

0.lmg/1以下 ICP法 、ICP―MS法

|へ
°
ルフルオロオクタンス,レホシ酸  |

31(PFOS)及宝びへ
°
ルフルオロオク10 00005mg/L 液体クロマトグラフー質量分析法

タン酸(PFOA)※
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別表7:その他、本村が水質管理上必要とする検査王

検査項目 浄水 検査頻度 検査場所

1

ペルフルオロヘキサンスルホン酸
(PFHxS)

O 年 1回 蛇口3ヶ所

デ

ノ

16


